
６．休職・停職

・会員が休職・停職し、掛金を中断するときは、10 日以内に「共済会会員休職･停

職届」（様式第８号）に必要事項を記入し、共済会へ提出してください。

・休職・停職により掛け金を中断した期間は、退職給付金算出の基礎となる 会員

であった期間（会員期間）から除かれます。

・ただし、産休や育児休業、介護休業等の場合で、給与規程等に基づき事業主・会

員双方が掛金を継続することにより、会員期間を継続することもできます。

 この場合は、休職・停職の手続きはしないでください。

【記入項目の説明】

記入例を参考に、次のとおり記入してください。

事 業 所 番 号 事業所番号を必ず記入してください。

会 員 氏 名 氏名を記入してください。

会 員 番 号 会員番号を記入してください。

休（停）職年月日（から）

休職・停職した年月日を記入してください。

※休職･停職した月に 10 日以上在籍（注 1）していたとき

は掛金が発生します。

休 （ 停 ） 職 理 由 休職・停職する理由を記入してください。

 （注 1）在籍日数とは、籍のあった日数のことであり、休日や欠勤日なども含んだ日数です。 
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